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このニュースブリーフは、みなし輸出入（ICEI）取引を

実行するためにはICEI取引における外国貿易業者は

ベトナムに拠点を有していてはならない、という要件

に関する情報のアップデートです（2024年8月23日付

のニュースブリーフも併せてご参照ください）。
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現在、税関総局（GDC）は企業に対し、外国貿易管理法05/2017/QH14および政令

90/2007/ND-CPに基づき、要件を満たしているかどうかを判断するよう指示しています。これらの

法令では当該要件につき、次のように規定しています。

「ベトナムに拠点を持たない外国貿易業者」とは、投資法、商法、または企業法で定められた形態で

ベトナムにおいて投資活動および事業活動を行っておらず、また商法または企業法の規定に基づ

きベトナムに駐在員事務所または支店を設立していない外国貿易業者を指す。

これは、単にベトナムに子会社を持つ外国企業であってもICEI取引が不可能となってしまうことか

ら、特に懸念されています。2024年6月10日、GDCは、当該問題について協議するためにMoITと
計画投資省に書簡を送りました。

2024年7月22日、MoITはGDCに対する回答としてオフィシャルレター399/XNK-THCSを発行しまし

た。MoITは、オフィシャルレターの中で、外国貿易管理法第3条第5項および政令第90号における

「ベトナムに拠点を持たない外国貿易業者」の定義は外国貿易業者の輸出入権の決定に関してのみ

適用され、他の目的には適用されないとの見解を表明しました。

したがって、MoITは、GDCがICEI取引の可否を判断する際に、外国貿易業者がベトナムに拠点を有

しているかどうかを判断することが困難なのであれば、GDCが「ベトナムに拠点を持たない外国貿易

業者」の独自の定義を策定することを検討すべきであるとの見解を示しました。

MoITのオフィシャルレターに対するGDCの対応については引き続き注視し、今後も適宜お知らせ

します。

本件に関して支援が必要な場合には、PwCの担当者までお気軽にお問い合わせください。
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ベトナムにおけるICEI取引：
ベトナムに拠点を持たない外国貿易業者の定義に
関するMoITの見解



お問い合わせ
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